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荒川（下流域）流域治水協議会 規約変更の報告

○変更の概要
流域での対策をより充実させていくため、関係機関の連携強化のために以下の機関が新た
に加入する。

水田、農業ため池等の活用のための追加機関
農林水産省北陸農政局（R3.1.21変更）
荒川沿岸土地改良区（R3.2.24変更）

森林保全等の治山対策と砂防事業の連携のための追加機関
林野庁関東森林管理局下越森林管理署村上支署（R3.2.24変更）
国土交通省北陸地方整備局飯豊山系砂防事務所（R3.1.21変更）
（国研）森林研究・整備機構森林整備センター新潟水源林整備事務所（R3.1.21変更）

規約変更に関して幹事会（R3.1.14及びR3.2.16）にて説明し、書面で変更協議を行った。
全ての機関から同意をいただき、R3.1.21付け及びR3.2.24付けで規約を変更した。

出典：令和２年10月28日 第１回流域治水の推進に向けた関係省庁実務者会議資料
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